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　雇用継続給付及び育児休業給付に関する受給資格確認及び支給申請の手続は、

その支給を受ける被保険者本人が行うこととなりますが、 その書類の提出につい

ては、 その被保険者を雇用する事業主が被保険者に代わって手続きを行うよう、

ご協力をお願いします。

　雇用継続給付及び育児休業給付に関する届出および支給申請の期限は、雇用保

険法施行規則により定められています。

　ハローワークでは、雇用継続給付及び育児休業給付についての支給決定を行いま

すと、コンピューターでの処理後、「支給決定通知書」と「次回の支給申請書」を

お渡ししています。

　これらの書類は、 ①本人に支給金額をお知らせし、②次回の支給対象期間及び支給

申請の期限をお知らせし、③高年齢雇用継続給付の場合には年金との併給調整手続き

に必要となる、など大変重要な書類ですので、必ず本人にお渡しください。

　高年齢雇用継続給付金の支給額は、60歳到達時 (休業開始時 ) の賃金額と支給対象

月 (対象期間 ) に支払われた賃金額とを比較し、その低下に応じて決定されることか

ら、 給付金の支給決定後に、すでに提出していただいた賃金月額証明書や支給申請書

について、賃金額の記載誤りや一部算入漏れ等があった場合には、 正しい金額により

改めて支給することとなるため、すでに支給された給付金を回収しなければならない

ケースが発生します。

　雇用継続給付及び育児休業給付に関する手続きの際には、これらの点について十分

ご注意いただくとともに、ご不明な点等ございましたら、 事業所を管轄するハローワ

ークまでお問い合わせください。

第９章　雇用継続給付（高年齢雇用継続給付・介護休業給付）及び
　　　育児休業給付受給のための手続きについて
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詳細については、厚生労働省HP 及びハローワークインターネットサービスをご覧ください

【ハローワークインターネットサービス】
高年齢雇用継続給付について

介護休業給付について

【厚生労働省HP】「雇用保険事務手続きの手引き」

＊ハローワークにもパンフレットが備えてあります

60歳以上65歳未満の被保険者が、原則として、60歳時点に比べて

賃金が75％未満の賃金に低下した状態で働いている場合に、ハロー

ワークへの支給申請により、各月に支払われた賃金の最大10％（令

和７年３月31日以前に受給資格要件を満たす方については最大15％）

の給付金が支給されるものです。高年齢雇用継続給付には、雇用保

険（基本手当等）を受給していない方を対象とした「高年齢雇用継

続基本給付金」と雇用保険（基本手当等）の受給中に再就職した方

を対象とした「高年齢再就職給付金」の２種類があります。

４ 高年齢雇用継続給付について
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詳細については、厚生労働省HP及びハローワークインターネットサービスをご覧ください

＊ハローワークにもパンフレットが備えてあります

　配偶者や父母、子等の対象家族を介護するための休業を取得した被保険者

について、介護休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べて80％未満に低

下した等、一定の要件を満たした場合に、ハローワークへの支給申請により、

支給されるものです。

　改正雇用保険法等の施行により、平成29年１月１日以降に新たに取得する

介護休業については、93日を限度に３回までの分割取得が可能となりました。

　また、65歳以上の高年齢被保険者も介護休業給付金の対象となりました。

　さらに、対象家族の範囲についても拡大され、同居・扶養していない祖父
母、兄弟姉妹及び孫も対象となりました。

【ハローワークインターネットサービス】
高年齢雇用継続給付について

介護休業給付について

５　介護休業給付について

【厚生労働省HP】「雇用保険事務手続きの手引き」
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　少子化の急速な進行や女性の職場進出の進展が見られる現代において、労働者が育児

休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育児を

する労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設され、平成７年４月１日から施行され

ました。また、男性の育児休業の取得の促進を図るとともに、男女問わず仕事と育児を

両立できる社会を実現することを目的として、育児・介護休業法が改正され、令和４年

10 月１日から、育児休業の２回までの分割取得や出生時育児休業（産後パパ育休）の取

得が可能となり、これに対応した育児休業給付が受けられるようになりました。さらに、

共働き・共育ての推進や子の出生・育児休業後のキャリア形成の両立支援のため、令和

７年４月１日から、子の出生直後の一定期間の給付率の上乗せや時短勤務を選択する場

合の給付金が創設されました。（雇用保険法第 61 条の 6～第 61 条の 13） 

　具体的には、被保険者の方が、１歳（一定の要件に該当した場合は１歳２か月。さらに

一定の要件に該当した場合は１歳６か月又は２歳。）に満たない子を養育するための育児

休業（２回まで分割取得可）を取得し、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給

を、子の出生後８週間の期間内に合計 28日を限度に出生時育児休業（産後パパ育休）を

取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることが

できます。 

　また、原則、被保険者とその配偶者の両方（例外あり）が 14日以上の育児休業または

出生時育児休業を取得する場合に、「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができ

ます。 

　さらに、被保険者が２歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、一定の要件

を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

６　育児休業等給付について   
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支給額支給条件給付金名
休業前の給与の６７％

（１８１日目以降は５０％）
１歳未満の子どもを育てるために
育児休業を取得

育児休業給付金

休業前の給与の６７％
子どもの出生後８週間以内に
育児休業を取得

出生時育児休業給付金
（産後パパ育休）

上記に１３％上乗せ
（最大２８日間）

両親とも育児休業を取得
出生後

休業支援給付金

時短勤務中の給与の１０％
２歳未満の子どもを育てるために
時短勤務を実施

育児時短就業給付金

＊ハローワークにもパンフレットが備えてあります

詳細については、厚生労働省HP及びハローワークインターネットサービスをご覧ください

第１０章教育訓練休暇給付金について

　スキルアップやリスキリングに取り組む労働者の方及び、当該労働者の方

（従業員）を応援する事業主を支援する制度として、令和７年１０月に「教育

訓練休暇給付金」が創設されました。

　事業所が教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定し、雇用保険

一般被保険者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるため、連続する３０日

以上の無休の休暇を自発的に取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する

給付を受けることができます。

　支給対象者については以下の①②の両方の要件を満たすことが必要です。

①休暇開始前２年間に12か月以上の被保険者期間があること

②休暇開始前に５年以上、雇用保険に加入していた期間があること

（離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算でき

ますが、失業給付等を受給していた場合は通算できません。）

【厚生労働省HP】
育児休業等給付について

【厚生労働省HP】「雇用保険事務手続きの手引き」
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